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 2025 年５月度業務執行理事会（2025.5.29）概要 
 

１．PD 公認講師規程を改定（資格試験制度委員会） 

    PD 資格認定要領別表 3 の変更（2025 年 2 月 22 日施行）に伴い、PD 公認講師規程第 7 条（PD 公認講師

の資格更新）を改定しました。 

   現 状： 

第 7 条 新規資格取得者を除き、公認講師資格を更新するには、公認講師養成勉強会を年 1 回以上受

講しなければならない。 

改定後： 

第 7 条 新規資格取得者を除き、ＰＤ公認講師資格を更新するには、以下のいずれかの要件を満たさな

ければならない。 

（1）ＰＤ公認講師養成勉強会を年 1 回以上受講すること。 

（2）ＰＤ公認講師養成勉強会、ＰＤ資格認定試験事前講習会、WDSF ダンススポーツ教本研修会その

他技術部が指定する講習会において、講師または講師補助員を年 1 回以上務めること。 

 

２．オリンピックムーブメント準備金積立の報告（ブレイクダンス本部長） 
2024 年のパリオリンピックのため、オリンピックムーブメント準備金の一部を取り崩しましたが、2032 年ブリス

ベンオリンピックを見据えた長期的な活動支援の一環として、ブレイクダンス本部にて黒字となった分より

1,200 万円を新たに積立ました。 

この積立は、今後の継続的な国際展開や強化活動に備えた基盤整備を目的としています。 

 

３．理事会議案（事務局） 
   5 月 31 日の理事会に提出する、2024 年度事業報告、同収支計算書及び役員改選のそれぞれの案につい

て審議しました。 


